
 

項目 各種事務事業の取扱い－社会教育事業 

 社会教育事業は、さいたま市の制度に統一する。 

 
 
○ 主な項目とその取扱い 

人権講座 さいたま市の制度に統一する。 

学校開放講座・大学公開講座 さいたま市の制度を適用する。 

指定文化財 
さいたま市の制度に統一する。 
なお、岩槻市指定の文化財は、さいたま市において継

承する。 

市民大学 さいたま市の制度に統一する。 

  



 
議案第２９号関係（各種事務事業の取扱い－社会教育事業） 

現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
１ 人権講座 
  内容：市内 52 公民館を会場に、地域住民

の人権意識の高揚を図るために、同

和問題をはじめ人権問題に関する講

座等を公民館の企画・運営で開催す

る。 
 
２ 学校開放講座・大学公開講座 
  目的：学校の教育機能を教育に支障のない

範囲で開放し、学習機会を提供する

とともに、開かれた学校づくりを推

進する。また、大学等の持つ高度な

学習資源を市民に公開するため、大

学公開講座を開催する。 
  学校開放講座：市立高校（4校）、市立中学校（48校） 

のうち、希望校で開設 
  大学公開講座：市内大学・短期大学（6校）で開設 
 
３ 指定文化財 
  内容：件数 461件 
     国指定 8 件、県指定 54 件、市指定

399件 
      （国登録有形文化財 3件） 
  指定方法：教育委員会の諮問に応じ、 

さいたま市文化財保護審議会で 
調査・審議し、答申を受け行う。 

 
４ 市民大学 

(1) 目的 
市民の高度で専門的な学習要求にこたえ

るための講座を開設する。 
 (2) 応募資格 

18歳以上の市内在住・在勤・在学者 
(3) 応募方法 
コースごとに往復はがきで申込み 

 (4) コース・定員 
  ・教養コース    (全 20回) 90人 
  ・専門コース    (全 20回) 90人 
  ・文学コース    (全 10回) 96人 
  ・歴史コース    (全 10回) 40人 
  ・宇宙コース    (全 10回) 40人 
 

 
１ 人権講座 
  内容：中央公民館（年 1 回）、南部・北部

公民館（隔年 1回）利用者を対象に
人権問題に関する講座を開催する。 

 
 
 
２ 学校開放講座・大学公開講座 
   実施していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 指定文化財 
  内容：件数 45件 
     国指定 2件、県指定 12件、市指定

31件 
  指定方法：教育委員会の諮問に応じ、 

岩槻市文化財調査委員会で 
調査・審議し、答申を受け行う。 

 
 
４ 市民大学 
 (1) 目的 
  市民のより専門的な学習要求にこたえる

ため開催している。 
 (2) 応募資格 
  市内在住の 20歳以上の方 

(3) 定員 
 50人  
(4) 開催期日 

  9月～11月（10回） 
  土曜日  14：00～16：00 

(5) 会場 
  生涯学習センター 

 



 
現 況 

さいたま市 岩槻市 

 
 (5)受 講 料 
  ・教養コース、専門コース 5,000円 
  ・その他コース      2,000円 
  (6)関連組織 
  ・市民大学運営委員会   委員 15人 
  ・市民大学カリキュラム委員会 

委員 15人 

  
  (6)講座内容（平成 15年度実績） 
   子育て、まちづくり、歴史、 

地域コミュニティ等 

 




